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神奈川県教職員組合事務職員部長   中野 一泰 

№ ２  ２０１７．８．９          情  宣  部   小野間 ・ 高橋 ・ 緒方 ・ 中山 

 神  教  組   

事務職員部ニュース 

人事院  月例給･一時金引上げを勧告 
 

人事院は８月８日、内閣と国会に対して、国家公務員の給与に関し、①民間給与との較差（０.１５％）を

埋めるため、俸給表の水準を引上げ、②一時金（ボーナス）を０.１月分引き上げ勤勉手当に配分するなどの

勧告・報告を行いました。また、公務員人事管理に関する報告などを行いました。 

神教組は、今後、人事委員会勧告、確定期闘争にむけ、賃金・労働条件の維持・改善をめざし、県労連に

結集してとりくむことが重要です。人事院の報告・勧告の概要は次のとおりです。 

 

＝＝＝＝＝給与勧告の骨子（人事院公表のものを一部抜粋・編集しています）＝＝＝＝＝ 

○ 本年の給与勧告のポイント 

月例給、ボーナスともに引上げ 

① 民間給与との較差（０.１５％）を埋めるため、俸給表の水準を引き上げるとともに、給

与制度の総合的見直しにおける本府省業務調整手当の手当額を引上げ 

 ② ボーナスを引上げ（０.１月分）、民間の支給状況等を踏まえ勤勉手当に配分 

給与制度の改正 

①  給与制度の総合的な見直しについて、本府省業務調整手当の手当額を引上げ 

② 経過措置の廃止等に伴って生ずる原資を用いて、若年層を中心に、平成２７年１月１日

に抑制された昇給を回復 

 

Ⅰ 給与勧告制度の基本的考え方（略） 
 
Ⅱ 民間給与との較差に基づく給与改定 

 

 １．民間給与との比較 

約１２,４００民間事業所の約５３万人の個人別給与を実地調査（完了率８７.８％） 

<月例給>  公務と民間の４月分の給与額を比較 

○ 民間給与との較差 ６３１円 ０.１５％ 

〔行政職(一)…現行給与 ４１０,７１９円 平均年齢４３.６歳〕 

〔俸給 ４５６円 本府省業務調整手当 １１９円 はね返り分(注) ５６円〕 

(注)俸給等の改定に伴い諸手当の額が増減する分 

<ボーナス>  昨年８月から本年７月までの直近１年間の民間の支給実績（支給割合）と公務の年間の支給月

数を比較 

○ 民間の支給割合 ４.４２月（公務の支給月数４.３０月） 
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２．給与改定の内容と考え方 

<月例給> 

（１）俸給表 

① 行政職俸給表(一) 

  民間の初任給との間に差があること等を踏まえ、総合職試験、一般職試験（大卒程度）及び一般

職試験（高卒者）採用職員の初任給を１,０００円引上げ。若年層についても同程度の改定。その他

は、それぞれ４００円の引上げを基本に改定（平均改定率０.２％） 

② その他の俸給表 

  行政職俸給表(一)との均衡を基本に改定（指定職俸給表は改定なし） 

（２）本府省業務調整手当 

給与制度の総合的見直しを円滑に進める観点から、係長級の手当額を９００円、係員級の手当額を

６００円引上げ 

（３）初任給調整手当 

  医療職俸給表(一)の改定状況を勘案し、医師の処遇を確保する観点から、所要の改定 

 

<ボーナス> 

民間の支給割合に見合うよう引上げ ４.３０月分→４.４０月分 

民間の支給状況等を踏まえ、勤務実績に応じた給与を推進するため、引上げ分を勤勉手当に配分 

（一般の職員の場合の支給月数） 

 ６ 月 期 １２ 月 期 

２０１７年度 期末手当 

勤勉手当 

１.２２５月（支給済み） 

０.８５ 月（支給済み） 

１.３７５月（改定なし） 

０.９５ 月（現行０.８５月） 

２０１８年度 期末手当 

以降     勤勉手当 

１.２２５月 

０.９０ 月 

１.３７５月 

０.９０ 月 
 

 [実施時期等] 

・月例給：２０１７年４月１日  ・ボーナス：法律の公布日 

 

Ⅲ 給与制度の改正等 

１．給与制度の総合的見直しの概要 

  ・ 国家公務員給与における諸課題に対応するため、２０１４年の勧告時において、地域間の給与配分、

世代間の給与配分及び職務や勤務実績に応じた給与配分の見直しを行うこととし、２０１５年４月か

ら３年間で、俸給表や諸手当の在り方を含めた給与制度の総合的見直しを実施 

  ・ 経過措置の廃止等に伴って生ずる原資の残余分を用いて、若年層を中心に、２０１５年１月１日に

抑制された昇給を回復することとし、２０１８年４月１日において３７歳に満たない職員の号俸を

同日に１号俸上位に調整 

２．その他 

（１）住居手当 

受給者の増加の動向を注視しつつ、職員の家賃負担の状況、民間の支給状況等を踏まえ、必要な検

討 

（２）再任用職員の給与 

再任用職員の給与の在り方について、各府省における円滑な人事管理を図る観点から、民間企業の

再雇用者の給与の動向、各府省における再任用制度の運用状況等を踏まえつつ、定年の引上げに向け

た具体的な検討との整合性にも留意しながら、引き続き、必要な検討 

（３）非常勤職員の給与 

本年７月、勤勉手当に相当する給与の支給に努めることなど、非常勤職員の給与に関する指針を改

正。早期に改正内容に沿った処遇の改善が行われるよう、各府省を指導 


